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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１０月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年４月１０日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 福島県相馬市松川浦漁港南東方沖 

鵜
う

ノ
の

尾
お

埼灯台から真方位１４０°３.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°４６.７′ 東経１４１°０２.１′） 

事故の概要 漁船第二海
かい

幸
こう

丸は、北北西進中、また、漁船大
だい

恵
けい

丸は、北西進中、

両船が衝突した。 

第二海幸丸は、左舷船首部外板に破口を生じ、また、大恵丸は、甲

板員が負傷し、右舷船尾部に破損を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二海幸丸、６.６トン 

ＦＳ２－３０６５（漁船登録番号）、個人所有 

１４.１０ｍ（Lr）×３.２５ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５０２kＷ、平成２年１１月 

第２１０－４５２０１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 大恵丸、６.４トン 

ＦＳ２－２９０６（漁船登録番号）、個人所有 

１２.５０ｍ（Lr）×３.０８ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２３kＷ、昭和６０年１２月 

第２１０－４０６２５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年３月１６日 

免許証交付日 平成３０年４月２４日 

          （令和６年２月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年９月９日 

免許証交付日 平成２８年９月７日 

          （令和４年９月６日まで有効） 
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甲板員Ｂ 男性 ６９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５４年１０月１２日 

免許証交付日 平成３０年８月２７日 

          （令和６年８月２２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に破口 

Ｂ 右舷船尾部に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期 

日出時刻：０５時０９分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）が乗り組

み、固定式刺し網漁の目的で、平成３１年４月１０日０２時１０分ご

ろ福島県新地町釣
つり

師
し

浜
はま

漁港を出港し、同県南相馬市原町火力発電所東

南東方沖の漁場で操業を行った後、０５時１０分ごろ同漁港に向けて

帰航を開始した。 

Ａ船は、船長Ａが操船し、甲板員Ａを前部甲板で魚の選別作業に当

たらせ、ヘッドアップ表示で２Ｍレンジとしたレーダーを作動させた

状態で、約１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）及び約

３３５°（真方位、以下同じ。）の針路として自動操舵により航行し

た。 

船長Ａは、操舵室を離れて甲板員Ａと共に前部甲板で魚の選別作業

を行った後、一旦操舵室に戻り、０５時３５分ごろ携帯電話で船長Ａ

の家族に連絡した際、Ａ船の進行方向には他船を認めなかったので、

船首方に他船がいないと思い、再び、操舵室を離れた。 

船長Ａは、甲板員Ａと共に前部甲板で魚の選別作業を行いながら航

行を続けていたところ、船首方から衝撃を感じてＢ船と衝突したこと

に気付いた。 

Ａ船は、Ｂ船を押す状態となってからＢ船の右舷側にそれ、船長Ａ

が操舵室で主機を中立運転とし、Ｂ船の負傷者の有無等を確認した

後、陸上で詳しい話をすることにして自力航行で釣師浜漁港に帰港し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、固定式刺し網漁の目的

で、０３時００分ごろ相馬市松川浦漁港を出港し、原町火力発電所北

東方沖の漁場で操業を行った後、０５時１０分ごろ同漁港に向けて帰

航を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが操船し、甲板員Ｂを前部甲板で網の片付け作業に

当たらせ、ノースアップ表示で０.７５Ｍレンジとしたレーダーを作

動させた状態で、約１０kn の速力及び約３２２°の針路として自動操
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舵により航行した。 

船長Ｂは、０５時３５分ごろ、少しぐらいの時間であれば甲板員Ｂ

を手伝っても問題ないと思い、操舵室を離れた。 

船長Ｂは、甲板員Ｂと共に前部甲板で網の片付け作業を行いながら

航行を続けていたところ、船尾方から衝撃を感じてＡ船と衝突したこ

とに気付いた。 

Ｂ船は、衝突の衝撃で、船長Ｂが付近の揚網機にもたれかかり、甲

板員Ｂが甲板上に体を打ち付け、前部甲板のいけす
．．．

の蓋が飛び上がっ

て外れた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、主機を中立運転とし、船長Ｂの家族と所属する

漁業協同組合に本事故の発生を連絡して甲板員Ｂの負傷の状況及びＢ

船の損傷状況を確認したところ、甲板員Ｂから問題ない旨を聞き、浸

水もなく自力航行ができたので、松川浦漁港に帰港した。 

甲板員Ｂは、帰港後、不調を感じ、相馬市内の病院で受診したとこ

ろ、左第９肋
ろっ

骨骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ Ａ船の乗組員の作業場所概

略図、写真１ Ａ船（修理後）、写真２ 船長Ａがいた場所からの

船首方の見通し状況、写真３ Ａ船の損傷状況①、写真４ Ａ船の

損傷状況②、付図３ Ｂ船の乗組員の作業場所概略図、写真５ Ｂ

船（修理後）、写真６ Ｂ船の前部甲板の状況、写真７ Ｂ船の損

傷状況 参照）  

 その他の事項 船長Ａは、二度目に操舵室を離れる際、レーダーで周囲を確認して

いれば、Ｂ船に気付くことができたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、本事故当時、水揚げ作業で込み合う時間帯を避けようと

Ｂ船の入港時刻を遅らせていたので、周囲に他船がおらず、船尾方か

ら接近する船舶がいてもＢ船を避けてくれると思った。 

Ａ船及びＢ船の乗組員は、全員、膨脹式の救命胴衣を着用してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、松川浦漁港南東方沖を北北西進中、船長Ａが、船首方に他

船がいないと思い、前部甲板で魚の選別作業を行いながら航行を続け

たことから、北西進中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、松川浦漁港南東方沖を北西進中、船長Ｂが、船尾方から接

近する船舶がいてもＢ船を避けてくれると思い、前部甲板で網の片付

け作業を行いながら航行を続けたことから、北北西進中のＡ船に気付

かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 
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原因 本事故は、松川浦漁港南東方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船

が北西進中、船長Ａが、船首方に他船がいないと思い、前部甲板で魚

の選別作業を行いながら航行を続け、また、船長Ｂが、船尾方から接

近する船舶がいてもＢ船を避けてくれると思い、前部甲板で網の片付

け作業を行いながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・航行中は、他の作業を行うことを極力控えて見張りに集中し、周

囲の状況を絶えず確認すること。 

 ・後方から接近する船舶が自船を避けてくれると思わずに見張りを

適切に行うこと。 

 ・事故が発生した場合、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ Ａ船の乗組員の作業場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａがいた場所からの 

船首方の見通し状況 

写真１ Ａ船（修理後） 

写真３ Ａ船の損傷状況① 写真４ Ａ船の損傷状況② 

操舵室 

船長Ａ 

甲板員Ａ 
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付図３ Ｂ船の乗組員の作業場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ｂ船（修理後） 写真６ Ｂ船の前部甲板の状況 

船長Ｂ 

甲板員Ｂ 

操舵室 


